（参考様式）

介護予防支援・第１号介護予防支援重要事項説明書（兼契約書）の内容変更に関するお知らせ
　当センターとお客様で取り交わしている介護予防支援・第１号介護予防支援重要事項説明書（兼契約書）について、令和元年10月1日以降以下のように内容が変更となりますので、お知らせいたします。
○変更内容
	変更前
	変更後

	第１部重要事項説明書
３　業務の流れ
⑦状況の把握（モニタリング）
（介護予防支援の場合）
介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、定期的に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。なお、サービス利用開始後は、毎月電話などで、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、３ヶ月に１度はご自宅を訪問させていただきます。この段階で、３～６ヶ月ごとに評価を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更を実施します。
（第１号介護予防支援の場合）
介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、定期的に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。なお、サービス利用開始後は、ケアマネジメントＡ及びケアマネジメントＢの場合は、毎月電話などで、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめます。ケアマネジメントＡの場合は、３ヶ月に１度はご自宅の訪問などで面接をさせていただきます。ケアマネジメントＢの場合は、６ヶ月に１度はご自宅の訪問などで面接をさせていただきます。
サービス評価期間終了月及び必要時に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更を実施します。ただし、ケアマネジメントＣの場合は、評価及びモニタリングは行いません。
	第１部重要事項説明書
３　業務の流れ
⑦状況の把握（モニタリング）
（介護予防支援の場合）
介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、定期的に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。なお、サービス利用開始後は、毎月電話などで、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、３ヶ月に１度はご自宅を訪問させていただきます。
サービス評価期間終了月及び必要時に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。
（第１号介護予防支援の場合）
介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめ、定期的に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。なお、サービス利用開始後は、ケアマネジメントＡ及びケアマネジメントＢの場合は、毎月電話などで、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握につとめます。ケアマネジメントＡの場合は、３ヶ月に１度はご自宅の訪問などで面接をさせていただきます。ケアマネジメントＢの場合は、６ヶ月に１度はご自宅の訪問などで面接をさせていただきます。
サービス評価期間終了月及び必要時に評価を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更を実施します。ただし、ケアマネジメントＣの場合は、評価及びモニタリングは行いません。


変更内容について
・介護予防サービス・支援計画を計画するケアマネジャー等が行う業務内容について、取り扱いを変更するもので、お客様に行っていただく手続き等はございません。
※変更内容の詳細：計画の評価を行う期間を3~6ヶ月で定期的に実施していたものを、サービスを行う期間に応じた時期に変更するものです。
・変更内容について詳細をお知りになりたい場合は、いきいき支援センターへご連絡ください。
・変更内容に対し、同意したくない場合はいきいき支援センターへご連絡ください。ご連絡をいただかない場合は同意をいただいたものとして、今後変更後の取り扱いにて業務を実施させていただきます。
